
受電設備点検を
実施します

　受電設備計量器交換のため、
停電します［小雨決行］。
日時　5月21日(土)
　　　午前9時～正午
場所　市役所三和庁舎および三
和公民館

財産活用課
　　 市民総合窓口室

■自動交付機の停止
　受電設備点検に伴い、三和庁
舎の自動交付機を利用停止しま
す。
　住民票・印鑑証明・税証明等
が必要な人は事前に取得する
か、総和庁舎・古河庁舎・まち
なか再生市民広場(JR古河駅西
口前)の自動交付機を利用して
ください。

市民総合窓口課　
　　 市民総合窓口室
　　 市民税課　

みどりのカーテン用
ゴーヤ苗の無料配布

　市では、省エネと地球温暖化
防止に効果のある「みどりの
カーテン」の普及を目指し、
ゴーヤの苗を無料配布します。
配布条件　①市内在住であるこ
と②古河市みどりのカーテンコ

■センターに寄せられた相談事例
　知らない電力会社から電話があり、電気代
が2割安くなると言われた。数日後に訪問す
るので話を聞いてほしいと言われ了承した
が、電話を切った後不安になった。電話番号
を聞き忘れたので連絡が取れない。

5月は
消費者月間です

～契約をするときは
よく確認をしましょう～

【古河市消費生活センター】
場所　古河庁舎2階商工政策課内
相談日時　月曜日～金曜日(祝日・年末年始を除く)
　　　　　午前9時～正午、午後1時～4時
電話番号　☎9 2 - 8 8 1 1

商工政策課

○相談事例を紹介します　　４月１日から電力の小売り全面自由化が始まりました。電話や訪問
　　　　　　　　　　　　　による勧誘が多くなります。正確な情報を収集し、理解してから契
　　　　　　　　　　　　　約しましょう。

○出前講座を開催しています
　古河市消費生活センターでは、出前講座を
開催しています。自治会・行政区、学校、老
人クラブ等の皆さん、消費者トラブルに遭

あ

わ
ないために、正しい知識を身に付けましょう。

○古河市消費生活センターをご利用ください
　消費者問題に対する認識と消費者の連帯、意識啓発
を図ることを目的に、昭和63年から毎年5月を「消費
者月間」と定めています。平成27年度、古河市消費
生活センターでは、766件の相談を受け付けました。
困ったときや不安なときは、気軽にご相談ください。

■センターからのアドバイス
　小売電気事業の登録事業者かどうかを確認
しましょう。また、どのような条件で安くな
るのか、電力以外の商品やサービスとのセッ
トで値引きになっていないか、解約時に違約
金が発生しないかなどを確認しましょう。
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市役所への電話は 総 総和庁舎(本庁)☎ 9 2 － 3 1 1 1  古 古河庁舎☎ 2 2 － 5 1 1 1  三 三和庁舎☎ 7 6 － 1 5 1 1

窓口業務時間　午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
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